
水道の修理

土岐市総合計画審議会委員の募集

　第６次土岐市総合計画に関する事項を調査・審議する委員を募集します。

任　　期　令和２年３月頃～６月頃まで
募集人数　４人程度
応募資格　次の全てに該当する方
　　　　　▷市政（まちづくり）に関心のある20歳以上の方
　　　　　▷今後も引き続き市内に住所を有する予定の方
　　　　　▷平日の昼間に開催する会議に出席できる方
　　　　　▷国もしくは地方公共団体の議員でない方、または常勤の公務員でない方
報　　酬　審議会への出席１日につき７千円
時　　間　住所・氏名・生年月日・電話番号・応募動機と、まちづくりへの提言（600字程度）を任意の用紙に記入

し、令和２年１月17日（金・必着）までに企画財政課（〒509-5192　住所不要・ 　kizai@city.toki.lg.jp）
へ郵送、メールまたは同課の窓口に提出してください。

決定方法　書類選考により決定し、1月末までに通知します。

　企画財政課（内線527）

　上下水道課（内線338）

家庭内で水道管の破裂や漏水があった場合（下図Ⓐ）は、自己負担での修理となります。水道メーター横の止水栓で水を止
めてから、配管を施工した業者へ修理を依頼してください。施工業者が休業などの場合は、土岐市水道工事指定店に依頼して
ください。
また、水道メーターの破損や、水道メーターより本管側での漏水の場合（下図Ⓑ）は、上下水道課まで連絡してください。

土岐市水道工事指定店
本市ホームページをご覧になるか、上下水道課まで問い合わせください。

土岐市水道工事指定店 検　索
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